
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・来年度の住民税はいくらになるんだろう? 

・ふるさと納税の限度額について知りたい。 

 

 住民税額に関する疑問 

住民税額シミュレーションシステムについて 

本市では、個人住民税の税額シミュレーションシステムをホームページ
上へ開設しております。 

本サイトは、源泉徴収票に記載された事項、その他所得や控除を入力す
ることにより、那覇市民の皆様の住民税額がいくらになるのか試算するこ
とができます。ふるさと納税の限度額等についても試算可能ですので、ぜ
ひご活用ください。 

・住民税額がいくらになるのか、インターネットからいつでも試算
ができます。 
・ふるさと納税額（自己負担額 2,000 円を除いた全額が控除される
ふるさと納税の上限額）の目安を試算することができます。 

那覇市 住民税額シミュレーションシステム 

住民税額シミュレーションシステムで試算可能です 

令和６年度から森林環境税が導入されます 

令和６年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、

森林環境税（国税）が課税されます。 

森林環境税は、温室効果ガス排出削減の目標達成や災害防止等を図るた

めの森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された

国税です。 

個人住民税均等割と併せて１人年額 1,000 円が課税され、その税収の全

額が森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲与されます。 
また、平成 26 年度より東日本大震災復興基本法に基づき臨時的な税制

上の措置として市県民税に年額 1,000 円を加算してご負担いただいている
復興特別税は、令和５年度で終了します。 

※令和６年度以降の市県民税均等割と森林環境税について 

 

 ※税額5,000円の内訳

令和５年度まで 令和６年度から

市民税均等割＋臨時特例分

3,000円＋500円＝3,500円

森林環境税（国税）
1,000円

創設

市民税均等割
3,000円
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県民税均等割＋臨時特例分
1,000円＋500円＝1,500円 県民税均等割

1,000円

那覇市   森林環境税 


